
報第１号

市長専決処分事項の報告について

自動車事故に対する損害賠償について､ 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき､ 市長専

決処分により措置したので､ 同条第２項の規定により市議会に報告する｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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事故発生年月日 事故発生場所 損害賠償額 被害者住所氏名 備 考

令和７年
１１月２２日

和歌山市出島３５９
番地１地先

７４,６７９円 市道出島有本線に
おける舗装くぼみ
上走行に伴う物損
事故による損害賠
償金



報第２号

市長専決処分事項の報告について

自動車事故に対する損害賠償について､ 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき､ 市長専

決処分により措置したので､ 同条第２項の規定により市議会に報告する｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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事故発生年月日 事故発生場所 損害賠償額 被害者住所氏名 備 考

令和８年
１月２０日

和歌山市今福１丁目
８番９号地先

３０６,８８２円 市道今福１１号線
における道路側溝
蓋跳ね上げに伴う
物損事故による損
害賠償金



報第３号

市長専決処分事項の報告について

市立保育所内の事故に対する損害賠償について､ 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき､

市長専決処分により措置したので､ 同条第２項の規定により市議会に報告する｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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事故発生年月日 事故発生場所 損害賠償額 被害者住所氏名 備 考

令和８年
１月２１日

和歌山市杭ノ瀬１９
番地の８

６,３２５円 杭ノ瀬保育所内で
発生した児童の眼
鏡の損傷に伴う損
害賠償金



報第４号

市長専決処分事項の報告について

自動車事故に対する損害賠償について､ 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき､ 市長専

決処分により措置したので､ 同条第２項の規定により市議会に報告する｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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事故発生年月日 事故発生場所 損害賠償額 被害者住所氏名 備 考

令和８年
２月１７日

和歌山市北汀丁９番
地

４５,５００円 公用車の物損事故
による損害賠償金



報第５号

市長専決処分事項の報告について

自動車事故に対する損害賠償について､ 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき､ 市長専

決処分により措置したので､ 同条第２項の規定により市議会に報告する｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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事故発生年月日 事故発生場所 損害賠償額 被害者住所氏名 備 考

令和８年
２月２０日

和歌山市向７１番地
４地先

３００,０００円 和歌山市布施屋３
２７番地の１
株式会社南川自動
車
代表取締役
南川 将哉

公用車の物損事故
による損害賠償金



報第６号

市長専決処分事項の報告について

自動車事故に対する損害賠償について､ 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき､ 市長専

決処分により措置したので､ 同条第２項の規定により市議会に報告する｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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事故発生年月日 事故発生場所 損害賠償額 被害者住所氏名 備 考

令和８年
３月１８日

和歌山市松江１３２
１番地５地先

３０,１５０円 市道松江１１２号
線における舗装く
ぼみ上走行に伴う
物損事故による損
害賠償金



報第７号

市長専決処分事項の報告について

市営住宅に係る使用料等の支払請求及び住宅明渡しの請求に関する訴えの提起 (訴訟上の和解

を含む｡ ) について､ 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき､ 市長専決処分により措置し

たので､ 同条第２項の規定により市議会に報告する｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓

なお､ 上記の者から未納額を完納する旨の申入れがあり､ かつ､ その履行が見込まれるときは､

和解するものとする｡
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専決年月日 相手方住所氏名 請求の要旨 請求の原因

令和８年
５月１９日

市営住宅
の明渡しの請求

未納住宅使用料及び専用水
道料等合計２, １８４, ０
８７円並びに住宅使用料相
当損害金の支払請求

相手方は､ 住宅明渡請求基
準を満たしており､ かつ､
支払う意思がないと判断し
たため｡



報第８号

市長専決処分事項の報告について

工事請負契約の変更について､ 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき､ 市長専決処分に

より措置したので､ 同条第２項の規定により市議会に報告する｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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専 決 年 月 日 令和８年３月１９日

工 事 名
下水路整備工事 貴志地区梅原その１

(仮称) 梅原広場アクセス道路新設工事その１

工 事 場 所 和歌山市梅原地内から中地内まで

変 更 前 の 請 負 代 金 額

変 更 後 の 請 負 代 金 額

６９８, ３９０, ０００円

７１１, ２４０, ５５２円

契 約 の 相 手 方

和歌山市北田辺丁５番地

第五工業株式会社

代表取締役 山 田 敬 三

変 更 理 由

管基礎工において､ 発生土に粒径の大きい石が多数含まれ

ており管材料を破損するおそれがあるため､ 基礎材を流用土

から購入土に変更することなどにより増額となったため｡



報第９号

市長専決処分事項の報告について

工事請負契約の変更について､ 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき､ 市長専決処分に

より措置したので､ 同条第２項の規定により市議会に報告する｡

令和８年６月１１日提出

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
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専 決 年 月 日 令和８年５月１９日

工 事 名
下水路整備工事 貴志地区梅原その２

(仮称) 梅原広場アクセス道路新設工事その２

工 事 場 所 和歌山市梅原地内

変 更 前 の 請 負 代 金 額

変 更 後 の 請 負 代 金 額

３６７, ６２１, ３６０円

３８６, ５７７, ４００円

契 約 の 相 手 方

和歌山市小松原通三丁目６９番地

株式会社淺川組

取締役社長 西 口 伸

変 更 理 由

関係事業者との協議において､ 工事期間中も沿道施設を利

用することとなり､ 車道舗装の一部を前倒しで施工すること

などにより増額となったため｡



報第１０号
令和７年度和歌山市一般

地方自治法施行令第１４６条
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款 項 事 業 名 予 算 額

２総 務 費 390,457,000

１総 務 管 理 費 301,183,000

庁舎管理事業 85,294,000

標準準拠・保険系システム移行事
業 205,768,000

システム標準化対応事業 10,121,000

２徴 税 費 3,122,000

システム標準化対応事業 3,122,000

４戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費 7,656,000

旧氏及び旧氏振り仮名記載事業 7,656,000

７文化スポーツ費 78,496,000

つつじが丘総合公園整備事業 78,496,000

３民 生 費 3,158,756,000

１社 会 福 祉 費 135,366,000

介護施設整備費助成事業 135,366,000

２生 活 保 護 費 1,152,355,000

生活保護費追加給付事業 1,152,355,000

３児 童 福 祉 費 1,863,790,000

物価高対応子育て応援手当支給事
業 1,044,098,000

物価高騰対応子育て支援事業 522,583,000

物価高騰対応園児等給食費支援事
業 280,045,000

児童館整備事業 17,064,000

６市 民 福 祉 費 7,245,000

隣保館整備事業 7,245,000



会計繰越明許費繰越計算書
第２項の規定による繰越明許費

(単位 円)
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翌 年 度 繰 越 額
左 の 財 源 内 訳

既収入特定財源 未 収 入 特 定 財 源 一 般 財 源

355,569,190 － 337,194,650 18,374,540

266,350,190 － 251,167,650 15,182,540

50,462,100 － 市 債 45,400,000 5,062,100

205,767,650 － 国庫支出金 205,767,650 －

10,120,440 － － 10,120,440

3,122,000 － － 3,122,000

3,122,000 － － 3,122,000

7,601,000 － 7,601,000 －

7,601,000 － 国庫支出金 7,601,000 －

78,496,000 － 78,426,000 70,000

78,496,000 － 国庫支出金 26,426,000
市 債 52,000,000 70,000

2,098,743,891 1,466,973 1,685,332,868 411,944,050

135,365,000 － 135,365,000 －

135,365,000 － 県 支 出 金 135,365,000 －

1,091,046,468 － 849,546,468 241,500,000

1,091,046,468 － 国庫支出金 849,546,468 241,500,000

868,146,424 1,466,973 697,521,400 169,158,051

86,652,973 国庫支出金
1,466,973 国庫支出金 85,186,000 －

513,483,000 － 国庫支出金 393,782,000
そ の 他 4,000 119,697,000

258,149,980 － 国庫支出金 211,615,400
そ の 他 34,000 46,500,580

9,860,471 － 市 債 6,900,000 2,960,471

4,185,999 － 2,900,000 1,285,999

4,185,999 － 市 債 2,900,000 1,285,999
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款 項 事 業 名 予 算 額

４衛 生 費 122,484,000

１保 健 衛 生 費 95,845,000

物価高騰対応妊婦支援事業 95,845,000

２清 掃 費 26,639,000

清掃工場施設整備事業 26,639,000

５農林水産業費 146,294,000

１農 業 費 146,294,000

農業施設改良事業 146,294,000

６商 工 費 2,367,102,000

１商 工 費 2,312,058,000

物価高騰対策地域商品券配布事業 2,312,058,000

２観 光 費 55,044,000

和歌山城公園動物園クマ園舎改修
事業 55,044,000

７土 木 費 6,756,157,000

１土 木 管 理 費 365,408,000

地籍調査事業 365,408,000

２道 路 橋 梁 費 4,002,137,000

道路維持事業 1,703,634,000

道路新設改良事業 59,000,000

地方道整備事業 2,161,245,000

交通安全施設整備事業 78,258,000

３河 川 費 327,950,000



(単位 円)
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翌 年 度 繰 越 額
左 の 財 源 内 訳

既収入特定財源 未 収 入 特 定 財 源 一 般 財 源

110,241,500 － 83,129,560 27,111,940

95,133,000 － 71,829,560 23,303,440

95,133,000 － 国庫支出金 71,778,047
そ の 他 51,513 23,303,440

15,108,500 － 11,300,000 3,808,500

15,108,500 － 市 債 11,300,000 3,808,500

62,011,401 － 61,994,000 17,401

62,011,401 － 61,994,000 17,401

62,011,401 － 県 支 出 金 55,294,000
市 債 6,700,000 17,401

2,366,872,215 7,912,516 2,354,228,215 4,731,484

2,311,828,215 － 2,311,828,215 －

2,311,828,215 － 国庫支出金 2,311,813,312
そ の 他 14,903 －

55,044,000 7,912,516 42,400,000 4,731,484

55,044,000 寄附金
7,912,516 市 債 42,400,000 4,731,484

3,103,162,251 － 2,907,923,859 195,238,392

62,371,000 － 44,389,500 17,981,500

62,371,000 － 県 支 出 金 44,389,500 17,981,500

1,870,484,966 － 1,799,657,361 70,827,605

541,854,631 － 国庫支出金 221,033,811
市 債 296,300,000 24,520,820

40,792,850 － 市 債 40,700,000 92,850

1,286,649,885 －

国庫支出金 670,371,050
県 支 出 金 10,000,000
市 債 558,100,000
そ の 他 2,000,000

46,178,835

1,187,600 － 国庫支出金 752,500
市 債 400,000 35,100

217,680,360 － 214,391,649 3,288,711
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款 項 事 業 名 予 算 額

河川整備事業 127,700,000

準用河川改修事業 200,250,000

４都 市 計 画 費 24,597,000

都市計画マスタープラン等改定事
業 18,591,000

都市再生整備計画効果分析事業 6,006,000

５都市計画道路費 604,434,000

街路事業 604,434,000

６公 園 費 241,124,000

公園整備事業 241,124,000

７下 水 道 費 433,717,000

下水道施設管理事業 180,996,000

下水路整備事業 252,721,000

８住 宅 費 756,790,000

住宅管理事業 401,659,000

民間建築物耐震改修促進事業 355,131,000

８消 防 費 295,622,000

１消 防 費 295,622,000

消防デジタル無線再整備事業 295,622,000

９教 育 費 4,025,552,000

１教 育 総 務 費 13,052,000

物価高騰対応園児等給食費支援事
業 13,052,000

２小 学 校 費 3,003,764,000

小学校施設整備事業 1,298,665,000



(単位 円)
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翌 年 度 繰 越 額
左 の 財 源 内 訳

既収入特定財源 未 収 入 特 定 財 源 一 般 財 源

80,895,975 － 市 債 80,800,000 95,975

136,784,385 － 国庫支出金 45,591,649
市 債 88,000,000 3,192,736

23,091,000 － 11,782,000 11,309,000

18,591,000 － 国庫支出金 6,100,000
県 支 出 金 2,980,000 9,511,000

4,500,000 － 国庫支出金 2,702,000 1,798,000

378,911,596 － 363,571,135 15,340,461

378,911,596 － 国庫支出金 182,471,135
市 債 181,100,000 15,340,461

95,806,227 － 92,776,214 3,030,013

95,806,227 － 国庫支出金 47,576,214
市 債 45,200,000 3,030,013

52,367,102 － 52,200,000 167,102

44,777,500 － 市 債 44,700,000 77,500

7,589,602 － 市 債 7,500,000 89,602

402,450,000 － 329,156,000 73,294,000

207,286,000 － 国庫支出金 55,087,000
市 債 152,100,000 99,000

195,164,000 － 国庫支出金 74,175,000
県 支 出 金 47,794,000 73,195,000

67,692,901 － 67,600,000 92,901

67,692,901 － 67,600,000 92,901

67,692,901 － 市 債 67,600,000 92,901

4,021,741,230 － 4,010,787,360 10,953,870

9,241,600 － 9,241,600 －

9,241,600 － 国庫支出金 9,241,600 －

3,003,764,000 － 2,996,325,000 7,439,000

1,298,665,000 － 国庫支出金 313,062,000
市 債 978,400,000 7,203,000



― 20 ―

款 項 事 業 名 予 算 額

小学校体育館空調整備事業 1,705,099,000

３中 学 校 費 982,604,000

中学校施設整備事業 982,604,000

５幼 稚 園 費 12,636,000

幼稚園施設整備事業 12,636,000

６社 会 教 育 費 13,496,000

コミュニティセンター建設事業 13,496,000

12諸 支 出 金 1,185,193,000

１公 営 企 業 費 1,185,193,000

水道事業会計出資金 1,185,193,000

合 計 18,447,617,000

令和８年６月１１日提出



(単位 円)
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翌 年 度 繰 越 額
左 の 財 源 内 訳

既収入特定財源 未 収 入 特 定 財 源 一 般 財 源

1,705,099,000 － 国庫支出金 688,863,000
市 債 1,016,000,000 236,000

982,604,000 － 980,958,000 1,646,000

982,604,000 － 国庫支出金 167,958,000
市 債 813,000,000 1,646,000

12,636,000 － 12,414,000 222,000

12,636,000 － 国庫支出金 3,714,000
市 債 8,700,000 222,000

13,495,630 － 11,848,760 1,646,870

13,495,630 － 国庫支出金 6,048,760
市 債 5,800,000 1,646,870

841,655,500 － 841,600,000 55,500

841,655,500 － 841,600,000 55,500

841,655,500 － 市 債 841,600,000 55,500

13,027,690,079 9,379,489 12,349,790,512 668,520,078

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓



報第１１号
令和７年度和歌山市国民健康保険

地方自治法施行令第１４６条
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款 項 事 業 名 予 算 額

１総 務 費 4,620,000

１総 務 管 理 費 4,620,000

システム標準化対応事業 4,620,000

合 計 4,620,000

令和８年６月１１日提出



事業特別会計繰越明許費繰越計算書
第２項の規定による繰越明許費

(単位 円)

― 23 ―

翌 年 度 繰 越 額
左 の 財 源 内 訳

既収入特定財源 未 収 入 特 定 財 源 一 般 財 源

4,620,000 － 4,620,000 －

4,620,000 － 4,620,000 －

4,620,000 － 国庫支出金 4,620,000 －

4,620,000 － 4,620,000 －

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓



報第１２号
令和７年度和歌山市卸売市場事
地方自治法施行令第１４６条

― 24 ―

款 項 事 業 名 予 算 額

１卸 売 市 場 費 1,626,478,000

１卸 売 市 場 費 1,626,478,000

中央卸売市場整備事業 1,626,478,000

合 計 1,626,478,000

令和８年６月１１日提出



業特別会計繰越明許費繰越計算書
第２項の規定による繰越明許費

(単位 円)

― 25 ―

翌 年 度 繰 越 額
左 の 財 源 内 訳

既収入特定財源 未 収 入 特 定 財 源 一 般 財 源

805,427,000 － 805,427,000 －

805,427,000 － 805,427,000 －

805,427,000 － 国庫支出金 76,627,000
市 債 728,800,000 －

805,427,000 － 805,427,000 －

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓



報第１３号
令和７年度和歌山市介護保険事
地方自治法施行令第１４６条

― 26 ―

款 項 事 業 名 予 算 額

１総 務 費 5,574,000

１総 務 管 理 費 1,650,000

システム標準化対応事業 1,650,000

２介 護 認 定 費 3,924,000

システム標準化対応事業 3,924,000

合 計 5,574,000

令和８年６月１１日提出



業特別会計繰越明許費繰越計算書
第２項の規定による繰越明許費

(単位 円)

― 27 ―

翌 年 度 繰 越 額
左 の 財 源 内 訳

既収入特定財源 未 収 入 特 定 財 源 一 般 財 源

5,573,788 － 5,573,788 －

1,650,000 － 1,650,000 －

1,650,000 － 国庫支出金 1,650,000 －

3,923,788 － 3,923,788 －

3,923,788 － 国庫支出金 3,923,788 －

5,573,788 － 5,573,788 －

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓



報第１４号
令和７年度和歌山市後期高齢者医

地方自治法施行令第１４６条

― 28 ―

款 項 事 業 名 予 算 額

１総 務 費 1,650,000

１総 務 管 理 費 1,650,000

システム標準化対応事業 1,650,000

合 計 1,650,000

令和８年６月１１日提出



療特別会計繰越明許費繰越計算書
第２項の規定による繰越明許費

(単位 円)

― 29 ―

翌 年 度 繰 越 額
左 の 財 源 内 訳

既収入特定財源 未 収 入 特 定 財 源 一 般 財 源

1,650,000 － 1,650,000 －

1,650,000 － 1,650,000 －

1,650,000 － 国庫支出金 1,650,000 －

1,650,000 － 1,650,000 －

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓



報第１５号
令和７年度和歌山市水道

地方公営企業法第２６条第１項

― 30 ―

款 項 事 業 名 予算計上額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

翌 年

企 業 債 出 資 金

１
水

道

事

業

資

本

的

支

出

１
建

設

改

良

費

配 水 管
整 備 事 業

3,458,838,000 1,249,905,582 2,201,406,019 1,285,400,000 380,619,000

配 水 施 設
整 備 事 業

897,913,000 112,812,228 778,032,000 189,900,000 271,418,000

原浄水施設
新 設 改 良
事 業

2,548,475,000 1,441,228,937 1,106,418,600 652,100,000 189,618,500

令和８年６月１１日提出



事業会計予算繰越計算書
の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

― 31 ―

度 繰 越 額 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額

説 明
国県補助金 負 担 金

消費税及び
地方消費税
資本的収支
調 整 額

損 益 勘 定
留 保 資 金

9,720,000 140,299,000 200,127,819 185,240,200 7,526,399 －

関係機関等
との工程調
整に日時を
要したため｡

235,196,000 － 70,730,181 10,787,819 7,068,772 －

関係機関等
との協議に
より､ 工程
の見直しを
行ったため｡

127,271,000 － 100,583,509 36,845,591 827,463 －

関係機関等
との協議に
より､ 工程
の見直しを
行ったため｡

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓



報第１６号
令和７年度和歌山市公共下水道
地方公営企業法第２６条第１項

― 32 ―

款 項 事 業 名 予算計上額
支 払 義 務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

翌 年

企 業 債

１
下

水

道

事

業

資

本

的

支

出

１
建

設

改

良

費

管 渠 整 備 事 業 3,122,806,000 399,002,241 2,703,650,036 1,471,800,000

ポンプ場整備事業 684,339,000 83,151,073 599,538,912 282,100,000

処 理 場 整 備 事 業 1,040,810,000 989,549,358 49,800,000 18,900,000

令和８年６月１１日提出



事業会計予算繰越計算書
の規定による建設改良費の繰越額

(単位 円)

― 33 ―

度 繰 越 額 の 財 源 内 訳

不 用 額

翌年度繰越
額に係る繰
越を要する
たな卸資産
の購入限度
額

説 明
国県補助金 負 担 金 繰 越

工 事 資 金

消費税及び
地方消費税
資本的収支
調 整 額

663,241,000 13,202,355 408,226,681 147,180,000 20,153,723 －

関係機関等
との工程調
整に日時を
要したため｡

241,513,000 － 47,715,912 28,210,000 1,649,015 －

関係機関等
との工程調
整に日時を
要したため｡

21,547,000 － 7,463,000 1,890,000 1,460,642 －

関係機関等
との工程調
整に日時を
要したため｡

和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓


